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住民基本台帳ネットワークシステム及びそれに接続している既設
ネットワークに関する調査票による点検状況（平成２１年２月１日）

○ 平成２０年６月１３日に、住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会におい

て、全ての市区町村において、「住民基本台帳ネットワークシステム及びそれに接

続している既設ネットワークに関する調査票」に基づいてセキュリティ対策の自己

点検及び必要な対策の見直し等を実施していただくとともに、各都道府県におい

て、必要な指導・助言等を行っていただくよう要請。

○ 特に、Ｐ３の項目については、セキュリティ確保のために重要な項目として、全

ての市区町村において原則３点満点を達成することを目標として、各都道府県、総

務省及び指定情報処理機関において、徹底した技術的助言、指導を実施。

また、平成１５年度から平成１９年度の重要点検項目についても、引き続き、３

点満点を達成することを目標として助言、指導を実施。

○ 対策状況について、自己点検結果を調査したところ、市区町村の積極的な取り組

みにより、住基ネットを運用している全ての市区町村において、重要点検項目の１

１項目について３点満点を達成。

平成１５年度から平成１９年度の重要点検項目についても、ほぼ全ての市区町村

において３点満点を達成。

なお、自己点検の結果、改善の必要がある市区町村においては、実態上、適正に

運用されているところであるが、改善計画書を作成して改善を実施。
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○ その他の項目についても、各都道府県、総務省及び指定情報処理機関における徹

底した技術的助言、指導の実施、市区町村の積極的な取り組みにより、市区町村の

セキュリティ対策の水準は昨年度（平成１９年度）よりも、さらに向上。

○ 外部の監査法人によるシステム運営監査を実施。

・平成２０年度から、希望する市区町村だけでなく、都道府県が選定する市区町村

も対象に含めて実施（１０８団体）。

・システム運営監査については、都道府県による立会い等を実施。

・改善するのが望ましい項目等がある場合については、改善計画書を作成し、速や

かに改善するよう助言。

・改善計画書の内容及び改善計画書に基づく改善状況について、適時確認する等の

フォローアップを都道府県へ依頼。

○ 本人確認情報の提供を受けて利用する国の行政機関等への取組。

・国の行政機関等の担当者向け情報セキュリティ研修会（平成20年10月24日）

において、国の行政機関等向けのチェックリストを配付し、自己点検を依頼。自

己点検の結果について、指定情報処理機関への報告を依頼。
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【今年度の重要点検項目の結果】
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1810市区町村の点検結果の総平均点 ２．９９（３点満点）
平成１９年度総平均点 ２．９９

＋ ０．００点

○ なお、市区町村は今後とも、自主的にセキュリティ対策の継続的改善を実施。
各都道府県、総務省及び指定情報処理機関は、引き続き技術的助言、指導に努める。
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